


割引の対象走行と対象外走行の例（午前中の場合）
解　　説

対象時間内のご利用のため割引対象

出口が対象時間内のご利用のため
割引対象

入口が対象時間内のご利用のため
割引対象

入口・出口ともに対象時間外の
ご利用のため割引対象外

２回目のご利用は割引対象外

東京・大阪近郊のみの
ご利用は割引対象外

地方部のご利用分が割引対象

～５時 ７時 ８時 10 時６時 ９時
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平日朝夕割引【地方部】
ご利用には事前にETCマイレージサービスのご登録が必要です
※既にご登録済みの方は再度お申込みいただく必要はございません。

 ■ 割引対象車種 すべての車種

 ■ 割引対象日時 平日  朝：６時～９時　夕：17時～20時
※平日とは、月曜日から金曜日までを指します。（祝日を除く）

 ■ 割引対象道路  ＮＥＸＣＯ東日本／中日本／西日本（ＮＥＸＣＯ３社）が管理する
地方部の高速道路（東京・大阪近郊は対象外）及び宮城県道路公社の仙台松島道路
※詳しくは、5ページまたは 12 ページをご覧ください。

 ■ 割 引 概 要 ◆ 、を率元還たじ応に数回用利るなと象対引割の）でま日末らか日1（月ヶETCカードごとの１ 
　割引対象区間の通行料金のうち最大100km相当分に適用。
◆ てしと）分行通料無（額元還のスビーサジーレイマCTEに日02月翌の月用利ご、は分元還 
　お付けします。

１ヶ月の割引対象
となる利用回数 ５回 ～９回まで 10回以上
還　元　率 通行料金のうち最大 100km相当分を

約30％分 還元
通行料金のうち最大 100km相当分を

約50％分 還元

◆還元額によるご利用も平日朝夕割引の対象となります。
◆１ヶ月の利用回数が5回に達しなかった場合は、還元率は適用されません。

 ■ 割引適用要件   ETCマイレージサービスに登録されたETCカードを使用して、
ETCが整備されている入口インターチェンジをETC無線通信により走行してください。
入口料金所または出口料金所を 6時～ 9時の間または 17時～ 20時の間に通過してください。
平日朝夕割引は朝・夕の時間帯それぞれ最初の1回に限り適用されます。

※休日割引・深夜割引・アクアライン割引が適用されるご利用は平日朝夕割引の対象外となります。

 ● 地方部区間のみの走行

 ● 東京・大阪近郊区間を含む走行
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20日 20日
還元額 還元額

ご利用額
還元額 利用回数に応じて

30%・50%

1 ETCマイレージサービスに登録。
▶平日朝夕割引は、事前に ETC マイレージサービスへのご登録が必要です。
　お申込み方法は、6ページにてご確認ください。
　※既にご登録済みの方は、再度お申込みいただく必要はございません。

　※ ETC コーポレートカードではご登録いただけません。

2 平日の朝・夕の時間帯に、割引対象区間をETCにより走行。
▶ ETCマイレージサービスへの登録完了後に、登録されたETCカードをETC車載器に挿入し、
　平日の朝「6時～ 9時」、夕「17時～ 20時」の時間帯に入口または出口料金所をETC無線通信により通過し、
　割引対象区間（12ページ参照）をご走行ください。
※平日の朝・夕の時間帯それぞれにつき最初の 1回目の走行が割引の対象となります。
　2回目以降の走行には割引は適用されません。また、利用回数にもカウントされません。

※平日朝夕割引は、割引分をETCマイレージサービスの還元額として後日還元する割引です。
　そのため、割引対象走行の通行料金は、通常料金となります。（通行料金が割引されるものではございません。）

3 お客さまの1ヶ月のご利用回数を確認します。
▶ 1ヶ月（1日から末日まで）の割引対象走行を集計します。
▶割引対象走行のご利用回数が、所定の回数に達している場合は、回数に応じた還元率を
割引対象走行の通行料金に適用します。（5～ 9回：約30％、10 回以上：約50％）
※ 1走行ごとの通行料金に還元率を適用し、還元額を計算します。還元額の計算方法は、ページ下部をご覧ください。
※ETCカードごとに利用回数をカウントし、還元率を適用します。（複数のETCカード間での利用回数の合算はできません。）

※還元額は、ご利用された通行料金に充てられ、還元額に達するまでは無料でご通行いただけます。

4 翌月20日に還元額をお付けします。還元額は通行料金のお支払いにご利用可能。
▶ご利用月の翌月20日にETCマイレージサービスの還元額（無料通行分）としてお付けします。
▶還元額は、お付けした日以降の高速道路の通行料金のお支払いにご利用いただけます。

■ 平日朝夕割引ご利用の流れ

■ 還元額の計算方法

● 計算例

長岡IC～新潟西ICを平日朝夕割引の対象時間帯に普通車で往復（朝・夕1回ずつ）する場合  
〈1ヶ月の利用日数を 5日間として計算（合計 10 回利用「1往復（2回）× 5日」）〉

●長岡 IC ～新潟西 IC の ETC 通常料金（普通車）：1,570円
●ご利用回数が10回のため、還元率50％が適用されます。

❶還元率適用後の料金を計算。

1,570円〈ETC 通常料金〉×（1 ‒ 0.5〈還元率 50％〉）＝  785 ➡ 790円＊
　＊四捨五入により 10 円単位の端数処理を行います。

❷ ETC 通常料金から還元率適用後の料金を差引きます。

1,570円〈ETC 通常料金〉－ 790円〈還元率適用後の料金〉＝  還元額780円
❸ 1 ヶ月分の還元額を合算します。

還元額780円× 10 回＝ 7,800円 ➡ 翌月に付く還元額は 7,800円

ご利用額
還元額 利用回数に応じて

30%・50%

６月１日４月１日 ５月１日
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割引対象

割引対象

割引対象

那須浦和本線料金所

（川口 JCT）

（加須）大泉

割引対象外

割引対象外区間

割引対象外

割引対象外区間

● 仙台東部道路～東北道の例

● 常磐道の例

● 東京外環道～東北道の例

■ご利用例と還元額（全て平日・普通車の料金）
以下のご利用例は、ETCマイレージサービスにご登録されたETCカードをETC車載器に挿入し、
入口料金所及び本線料金所をETC無線通信により走行していることが前提となります。

1 平日朝夕割引は平日の「朝」・「夕」それぞれの時間帯につき最初の１回に限り適用されます。

2 東京・大阪近郊区間は割引対象外となります。また、100kmを超える走行については、地方部区間の
うち最大100km分に対して還元率を適用します。

3 ご利用距離に関係なく一律の料金をいただく高速国道の区間（均一区間）内では、その区間内の料金をお
支払いいただく料金所の通過時刻で割引の適否を判断いたします。 また、均一区間と均一区間以外の区
間を連続してご利用される場合には、それぞれの区間距離及びそれぞれの区間内にある料金所の通過時
刻に基づいて割引の適否を判断いたします。

仙台港北～岩沼間は、入口料金所と出口料金所を17～ 20
時の間に通過していますので、平日朝夕割引の対象走行とな
ります。（ご利用回数にカウント。還元率の適用対象。）
白石～郡山間は、入口料金所を17～ 20時の間に通過して
いますが、夕方の時間帯の２回目になりますので、平日朝夕
割引の対象外になります。

走行距離 22.6ｋｍ（仙台港北～岩沼間）
❶ETC通常料金 770円
❷還元率適用後料金 5～ 9回

（30%還元）
540円 10 回以上

（50%還元）
390円

❸還元額（❶ - ❷） 230円 380円

入口料金所を 6～ 9時の間に通過していますので、平日朝
夕割引の対象となり、ご利用回数にカウントし、地方部区間
（谷田部～いわき中央）のうち、100km分に還元率が適用さ
れます。

走行距離 175.5km
❶ETC通常料金 4,470円
❷還元率適用後料金 5～ 9回

（30%還元）
3,720円 10 回以上

（50%還元）
3,230円

❸還元額（❶ - ❷） 750円 1,240円

均一区間の料金をお支払いいただく大泉料金所を 6～ 9時
の間に通過していますが、大泉～川口 JCT 間は東京近郊区
間のため、平日朝夕割引は適用されません。
川口 JCT ～那須間は、浦和本線料金所を 6～ 9時の間に通
過していますので、平日朝夕割引の対象となり、ご利用回数
にカウントし、地方部区間（加須～那須間119.1km）のうち、 
100km分に還元率が適用されます。 

走行距離 152.5ｋｍ（川口 JCT～那須間）
❶ETC通常料金 4,030円
❷還元率適用後料金 5～ 9回

（30%還元）
3,260円 10 回以上

（50%還元）
2,750円

❸還元額（❶ - ❷） 770円 1,280円

17：10入

7：30入

7：30入

18：30入17：30出 19：30出

10：00出

10：00出8：30

22.6km
地方部

83.1km
地方部一般道を走行

145.2km
地方部

30.3km
東京近郊

仙台港北 白石 郡山

いわき中央

岩沼

（谷田部）三郷

均一区間
東京近郊

33.4km
東京近郊

119.1km
地方部
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中央道

圏央道

横浜横須賀道路
横浜新道

第三京浜道路 新空港道

京葉道路

東北道
関越道

茅ヶ崎JCT
寒川北IC

海老名JCT
厚木IC

相模原愛川IC

高尾山IC 八王子IC

東京IC

高井戸IC

練馬IC

東松山IC
桶川
北本IC

白岡
菖蒲IC

久喜白岡JCT

加須IC

三郷JCT大泉JCT

湾岸市川IC

成田IC

谷田部IC

川口JCT

新湘南バイパス

中国道

近畿道

阪和道
西名阪道

第二京阪道路

京滋バイパス

名神高速 瀬田東IC大津IC

巨椋池IC

天理IC

西宮北IC

西宮IC

大山崎JCT

久御山JCT
吹田JCT

松原JCT

岸和田和泉IC

門真JCT

月 日 曜日 入口IC 入口時間 出口IC 出口時間 距離 割引
対象

ETC
通常料金

その他
割引 還元額残高 ご請求額 還元率 還元額

４
月

2 水 福島飯坂 7:00 仙 台 宮 城 8:00 67.5 ○ 1,960 0 0 1,960

割引対象となる
利用回数が
10 回のため、
還元率 50％が

適用

980
2 水 仙台宮城 18:00 福 島 飯 坂 19:00 67.5 ○ 1,960 0 0 1,960 980
10 木 福島飯坂 6:50 仙 台 宮 城 7:40 67.5 ○ 1,960 0 0 1,960 980
10 木 仙台宮城 19:50 福 島 飯 坂 21:00 67.5 ○ 1,960 0 0 1,960 980
12 土 福島飯坂 7:30 いわき湯本 9:30 120.2 × 3,220 -1,610 0 1,610 0 ※ 1
13 日 いわき湯本 16:00 福 島 飯 坂 18:00 120.2 × 3,220 -1,610 0 1,610 0 ※ 1
15 火 福島飯坂 7:30 仙 台 宮 城 8:30 67.5 ○ 1,960 0 0 1,960 980
15 火 仙台宮城 16:30 福 島 飯 坂 17:40 67.5 ○ 1,960 0 0 1,960 980
21 月 盛 岡 6:00 青 森 8:30 167.4 ○ 4,160 0 0 4,160 1,240 ※ 2
22 火 青 森 19:00 盛 岡 21:30 167.4 ○ 4,160 0 0 4,160 1,240 ※ 2
23 水 盛 岡 19:00 八 戸 20:00 119.3 ○ 3,200 0 0 3,200 1,340 ※ 2
30 水 八 戸 8:50 盛 岡 10:30 119.3 ○ 3,200 0 0 3,200 1,340 ※ 2

●割引対象利用回数  計 10 回 ４月利用分の還元額  計 11,040

５
月

2 金 川口ＪＣＴ 8:00 宇 都 宮 10:00 103.0 ○ 3,050 0 0 3,050

割引対象となる
利用回数が

8回のため、
還元率 30％が

適用

590 ※ 3
7 水 宇 都 宮 18:00 川口ＪＣＴ 19:20 103.0 ○ 3,050 0 0 3,050 590 ※ 3
9 金 練 馬 5:00 高 崎 6:20 87.0 ○ 2,680 0 0 2,680 430 ※ 3
12 月 高 崎 19:00 練 馬 20:00 87.0 ○ 2,680 0 0 2,680 430 ※ 3
20 火 ４月利用分の還元額付与（還元率 50％適用） 11,040
23 金 大 泉 7:00 三 郷 7:40 29.6 × 510 0 10,530 0 0 ※ 4
23 金 三 郷 7:40 水 戸 9:00 82.0 ○ 2,500 0 8,030 0 460 ※ 3
26 月 水 戸 16:30 宇都宮上三川 17:30 55.9 ○ 1,650 0 6,380 0 490
27 火 宇都宮上三川 17:30 水 戸 18:00 55.9 ○ 1,650 0 4,730 0 490
29 木 水 戸 16:00 三 郷 17:30 82.0 ○ 2,500 0 2,230 0 460 ※ 3

●割引対象利用回数  計 8 回 ５月利用分の還元額  計 3,940

６
月

4 水 新 潟 西 7:00 三 条 燕 7:30 25.5 ○ 840 0 1,390 0

割引対象となる
利用回数が
11回のため、

還元率 50％が
適用

420
4 水 三 条 燕 19:30 新 潟 西 20:00 25.5 ○ 840 0 550 0 420
9 月 新 潟 西 8:30 上 越 10:00 117.0 ○ 3,160 0 0 2,610 1,350 ※ 2
11 水 上 越 19:30 新 潟 西 21:00 117.0 ○ 3,160 0 0 3,160 1,350 ※ 2
13 金 新潟中央 19:00 会津若松 20:20 95.2 ○ 2,690 0 0 2,690 1,340
16 月 会津若松 6:00 猪苗代磐梯高原 6:30 19.9 ○ 690 0 0 690 340
16 月 猪苗代磐梯高原 8:40 郡 山 9:20 30.0 × 960 0 0 960 0 ※ 5
16 月 郡 山 18:30 新潟中央 20:00 145.1 ○ 3,720 0 0 3,720 1,280 ※ 2
20 金 ５月利用分の還元額付与（還元率 30％適用） 3,940
20 金 新 潟 西 8:40 中之島見附 9:30 40.8 ○ 1,250 0 2,690 0 620
20 金 長 岡 18:40 長 野 20:30 151.3 ○ 3,840 0 0 1,150 1,270 ※ 2
23 月 長 野 3:50 練 馬 6:30 203.5 × 5,060 -1,520 0 3,540 0 ※ 6
25 水 狩 場 8:30 横 須 賀 9:20 21.3 × 930 0 0 930 0 ※ 4
27 金 八 王 子 17:30 前 橋 19:00 114.6 ○ 3,900 -510 0 3,390 400 ※ 7
30 月 前 橋 8:40 八 王 子 10:00 114.6 ○ 3,900 -510 0 3,390 400 ※ 7

●割引対象利用回数  計 11 回 ６月利用分の還元額  計 9,190
※ 1　土日祝は平日朝夕割引の対象外。この場合、休日割引が適用されます。　※ 2　地方部区間の距離が 100kmを超えるため 100km相当分に還元率適用。
※ 3　東京近郊を含む走行のため地方部区間に還元率適用。　※ 4　東京近郊のみの走行のため割引対象外。　※ 5　同時間帯における 2回目の走行のため割引対象外。
※ 6　深夜割引が適用されるため、割引対象外。
※ 7　圏央道特別割引が適用された場合の付与される還元額は、還元額から圏央道特別割引の割引額を差し引いた額となります。
 （「ETC 通常料金」3,900 円 -「還元率 50％適用後料金」2,990 円 -「圏央道特別割引額」510 円 =「還元額」400 円）

■ 平日朝夕割引のご利用例（詳細版）※料金は普通車の例です

その他、割引をご利用いただく際のご注意をガイドブック裏面に記載していますので、必ずお読みください。

東京・大阪近郊の区間は以下のとおりです。

東京近郊
東北道（川口 JCT ～加須）、常磐道（三郷～谷田部）、関越道（練馬～東松山）、東関東道（湾岸市川～成田）、新空港道、
東京外環道、東名高速（東京～厚木）、中央道（高井戸～八王子）、京葉道路、第三京浜道路、横浜新道、横浜横須賀道路、
圏央道（茅ヶ崎 JCT ～寒川北、海老名 JCT ～相模原愛川、高尾山～桶川北本、白岡菖蒲～久喜白岡 JCT ）、新湘南バイパス

大阪近郊 名神高速（大津～西宮）、中国道（中国吹田～西宮北）、近畿道（吹田～松原）、阪和道（松原～岸和田和泉）、
西名阪道（天理～松原）、京滋バイパス（瀬田東～久御山淀）、第二京阪道路（巨椋池～門真 JCT）
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マイレージサービス
ご利用には事前にご登録が必要です

  ■ 割引対象道路  ＮＥＸＣＯ３社の管理する道路
※ ETC カードで料金をお支払いできない関門トンネルは対象外です。

はたまトッネータンイ、はくし詳。すまりあが路道るなと象対もで路道るす理管の社他 ※
　ETC マイレージサービス事務局へお電話でお問合せください。（7ページ参照）

　

  ■ マイレージ登録 ETCカード（ETCクレジットカードまたはETCパーソナルカード）1枚ごとにお申込みが必要
です（お申込みの際にはセットアップされたETC車載器の管理番号が必要となりますので、あ
らかじめご用意ください）。
インターネットまたは郵送でお申込みください。

。すましめすすおをみ込申おのでトッネータンイな得おてい付がトンイポらか額用利ごの日当み込申お ※
※郵送によるお申込みは、SA・PAなどに備え付けの「ご登録申込書」をご利用ください。
  　

  ■ ポイントについて  登録された ETCカードごとにポイントが付きます。
　１回のご利用ごとに
　高速国道及び一般有料道路のお支払額 10円につき１ポイント

対に額払支おの後用適引割、はに合場るれさ用適が引割のどな引割者害障はたま引割夜深、引割日休 ※  　
してポイントが付きます。

　  ※複数のETCカード間でのポイント・還元額（無料通行分）の合算や付替はできません。

  ポイントは、ご利用月の翌月20日に付きます。

  還元額（無料通行分）や「ハイカ・前払」残高管理サービスの前払金（残高）からのお支払
額にはポイントが付きません。
  ポイントの有効期間は最大2年です。
　  ※ポイントが付いた年度（4月～翌3月）の翌年度末まで有効です。

  ■ 還元額（無料通行分）について 
貯まったポイントは、インターネット、自動音声ダイヤルまたは
ETCマイレージサービス事務局へのお電話で還元額（無料通行分）に交換できます。

　  算されます。合はトンイポの社公路道県城宮び及社３ＯＣＸＥＮ、しだた。んせまきでは算合とトンイポの社他 ※

ＮＥＸＣＯ３社の
ポイントの交換単位 還元額（無料通行分）

1,000ポイント 500円分

3,000ポイント 2,500円分

5,000ポイント 5,000円分

還元額（無料通行分）は、交換後にご通行いただいた際の通行料金のお支払に
ご利用いただけます。

。すまけだたい用利ごてし通共もに払支おの金料行通の社他、は）分行通料無（額元還の後換交 ※　
おへ局務事スビーサジーレイマCTEはたまトッネータンイは路道るきで用利ごが）分行通料無（額元還 　　

電話でお問合せください。
と円000,5額元還で動自とるま貯トンイポ000,5、とすまきだたい用利ごをスビーサ元還動自トンイポ ※　

　　交換されます。
のスビーサ理管高残」払前・カイハ「②➡）分行通料無（額元還①、は位順先優るれらてあに払支お ※　

前払金（残高）➡③ETCカードによる後払いの順となります。

ご利用には事前にご登録が必要です
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交換

4,070円▶ 407ポイント 1,230円▶ 123ポイント

平成 26年 4月 1日から ETCマイレージサービスにご登録いただいた方を対象とした
新しい割引が始まりました。

平日朝夕割引 1 ヶ月の平日朝夕のご利用回数に応じて、
還元額（無料通行分）が付きます。
詳しくは、4ページをご覧ください。

 新サービス開始 （平成26年4月1日から）

■ETCマイレージサービスのご利用例（全て普通車の料金）
以下のご利用例は、入口料金所及び本線料金所をETC無線通信により走行していることが前提となります。

1 ポイント発行
登録されたETCカードでの高速国道及び一般有料道路のお支払額10円につき１ポイントが付きます。

2 貯まったポイントと還元額（無料通行分）との交換
の盛岡～仙台空港を月１回往復でご利用の場合、毎月1,060ポイント（530ポイント×２回）貯ま

り、５ヵ月後には5,300ポイント（1,060ポイント×５回）貯まります。

5,000ポイントを5,000円分の還元額（無料通行分）に交換できます。
残った300ポイントは翌年度末（３月末）まで有効です。

その他、割引をご利用いただく際のご注意をガイドブック裏面に記載していますので、必ずお読みください。

● 高速国道と一般有料道路が連続する例

盛岡 仙台空港（富谷 JCT）

530ポイント×２回

300ポイント
300ポイント

5,000ポイント 5,000円分の還元額
（無料通行分）

530ポイント×２回 530ポイント×２回 5,300ポイント
530ポイント×２回 530ポイント×２回

◆インターネットでのマイレージ登録お申込み・ポイント交換・ポイント照会は … http://www.smile-etc.jp/
◆自動音声ダイヤルによるポイント交換・ポイント照会は ………………………………………… 050-2015-1010
  （24時間ご利用いただけます。）

◆お電話でのお問合せは　ETCマイレージサービス事務局 …………………………………… 　　0570-010125 
　 携帯電話、PHS、IP 電話などでのご利用は …………………………… 045-477-3793

   （受付：平日9時～ 21時、土日祝日9時～18時）

※  ETC マイレージサービス事務局へのお電話によるポイント交換・ポイント照会等は、個人情報保護の観点から、ご登録のご本人様
からのお電話のみお受けしております。

一般有料道路高速国道



割引の対象走行と対象外走行の例
金曜（平日） 土曜（土日祝） 日曜（土日祝） 月曜（平日） 解　　説

土日祝のご利用のため割引対象

平日のご利用は割引対象外

土日祝のご利用のため割引対象

土日祝のご利用のため割引対象

土日祝をまたぐご利用も割引対象

東京・大阪近郊のみの
ご利用は割引対象外

地方部のご利用分が割引対象
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休日割引【地方部】
 ■ 割引対象車種 普通車・軽自動車等（二輪車）  限定

 ■ 割 引 対 象 日 土曜・日曜・祝日（終日）
毎年 １月２日～３日、平成 26 年４月 28 日

 ■ 割引対象道路 �ＮＥＸＣＯ東日本／中日本／西日本（ＮＥＸＣＯ３社）が管理する
地方部の高速道路（東京・大阪近郊は対象外）及び宮城県道路公社の仙台松島道路
※詳しくは、９ページまたは 12 ページをご覧ください。

 ■ 割 引 率 〈平成 26 年 4 月 1日から 6 月 29 日まで〉‥ ‥‥‥‥‥‥ 50％割引（注）

〈平成 26 年 7 月 5 日以降〉‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30％割引
（注）宮城県道路公社の仙台松島道路は 30％割引

 ■ 割引適用要件 1  料金車種区分が「普通車」又は「軽自動車等」に該当する車両で、
ETC が整備されている入口インターチェンジをETC無線通信により走行してください。

2  土日祝にＮＥＸＣＯ３社が管理する割引対象道路を走行すれば割引が適用されます。

※走行距離や割引適用回数の制限はありません。

土日祝入

土日祝入

土日祝入

平日入

平日入

平日入

土日祝出

土日祝出

平日出

平日出

 ● 地方部区間のみの走行

● 東京・大阪近郊区間を含む走行

平日出

土日祝出

土日祝出

OK

OK

OK

OK

OK

NG

NG

平日入

地方部

地方部

地方部

地方部

東京・大阪近郊

地方部

地方部東京・大阪近郊
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中国道

近畿道

阪和道
西名阪道

第二京阪道路

京滋バイパス

名神高速 瀬田東IC大津IC

巨椋池IC

天理IC

西宮北IC

西宮IC

大山崎JCT

久御山JCT
吹田JCT

松原JCT

岸和田和泉IC

門真JCT

長野

新座料金所
（練馬）

水戸

新潟西（東松山）

割引対象外

割引対象外

割引後料金
ETC 通常料金

6,170円 ➡ ６月まで 3,090円（50%割引）

７月以降 4,320円（30%割引）

ETC 通常料金
1,720円 ➡ 休日割引対象外

割引後料金
ETC 通常料金

6,800円 ➡ ６月まで 3,910円（50%割引）

７月以降 5,070円（30%割引）

50 % 割引
（７月以降 30% 割引）

50 % 割引
（７月以降 30% 割引）

中央道

圏央道

横浜新道
第三京浜道路

京葉道路

東北道
関越道

茅ヶ崎JCT

寒川北IC
海老名JCT

厚木IC

相模原愛川IC

高尾山IC 八王子IC

東京IC

高井戸IC

練馬IC

東松山IC
桶川
北本IC

白岡
菖蒲IC

久喜白岡JCT

加須IC

三郷JCT大泉JCT

湾岸市川IC

成田IC

谷田部IC

川口JCT

新空港道

東京近郊

習志野本線料金所
（湾岸市川） 新空港

以下のご利用例は、入口料金所及び本線料金所をETC無線通信により走行していることが前提となります。

1 地方部区間は50％割引（平成26年7月以降は30％割引）として料金を計算します。

2 地方部区間は割引して料金を計算しますが、東京近郊区間は割引対象外として計算します。

3 東京・大阪近郊区間は、休日割引の対象外です。

その他、割引をご利用いただく際のご注意をガイドブック裏面に記載していますので、必ずお読みください。

■ ご 利 用 例 （全て普通車の料金）

東京近郊
東北道（川口 JCT ～加須）、常磐道（三郷～谷田部）、関越道（練馬～東松山）、東関東道（湾岸市川～成田）、
新空港道、 東京外環道、東名高速（東京～厚木）、中央道（高井戸～八王子）、京葉道路、第三京浜道路、横浜新道、 
圏央道（茅ヶ崎 JCT ～寒川北、海老名 JCT ～相模原愛川、高尾山～桶川北本、白岡菖蒲～久喜白岡 JCT ）

大阪近郊
名神高速（大津～西宮）、中国道（中国吹田～西宮北）、近畿道（吹田～松原）、阪和道（松原～岸和田和泉）、 
西名阪道（天理～松原）、京滋バイパス（瀬田東～久御山淀）、第二京阪道路（巨椋池～門真 JCT）

東京・大阪近郊の区間は以下のとおりです。

地方部

地方部

東京近郊

● 上信越道～常磐道の例

● 関越道～北陸道の例

● 東関東道～新空港道の例



割引の対象走行と対象外走行の例
解　　説

対象時間内のご利用のため
割引対象

対象時間内のご利用のため
割引対象

対象時間内のご利用のため
割引対象

対象時間をまたぐご利用も
割引対象

対象時間のご利用ではないため
割引対象外

～ 22 時 23 時 １時 ２時 ３時 ６時５時０時 ４時

10

深夜割引
 ■ 割引対象車種 	 すべての車種

 ■ 割引対象日時 	 毎日  0時～4時

 ■ 割引対象道路 	 �ＮＥＸＣＯ 3 社が管理する全国の高速道路 及び 宮城県道路公社の仙台松島道路
	 ※京葉道路・第三京浜道路・横浜新道は割引の対象外です。

	 　詳しくは、13 ページをご覧ください。

 ■ 割 引 率 	 30％割引
 ■ 割引適用要件 	 1  ETCが整備されている入口インターチェンジをETC無線通信により走行してください。

	 2  0時～ 4時の間にＮＥＸＣＯ３社が管理する割引対象道路を走行すれば割引が適用されます。
	 ※走行距離や割引適用回数の制限はありません。

0：30入

23：00入

23：00入

22：30入 23：30出

2：00入

2：00出

5：00出

5：00出

3：30出

OK

OK

NG

OK

OK
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30 % 割引

30 % 割引

30 % 割引 30 % 割引

割引対象外（※）

割引対象外（※）

割引対象外

以下のご利用例は、入口料金所及び本線料金所をETC無線通信により走行していることが前提となります。

1 ご利用距離に応じて料金をいただく区間（東北道、関越道など）では、入口料金所と出口料金所の
通過時刻で割引の適否を判断いたします。

2 ご利用距離に関係なく一律の料金をいただく高速国道の区間（均一区間）内では、その区間内の料
金をお支払いいただく料金所の通過時刻で割引の適否を判断いたします。 また、均一区間と均一
区間以外の区間を連続してご利用される場合には、それぞれの区間内にある料金所の通過時刻に基
づいて割引の適否を判断いたします。

3：50入

3：30入

0：10入

3：10入

8：00出

10：00出

4：20出

10：20出

4：10

0：30

3：50

■ ご 利 用 例 （全て普通車の料金）

● 関越道～北陸道の例

● 首都高速道路〜東北道の例

● 東京外環道～関越道・北陸道の例

新座料金所（練馬）

新宿

三郷南

新宿

新潟西

仙台宮城

新潟西

浦和本線料金所（川口 JCT）

浦和本線料金所（川口 JCT）

新座料金所（大泉 JCT）

仙台宮城

入口の新座料金所を 0 ～ 4 時の間に通過していま
すので、深夜割引（30％割引）が適用されます。

ETC 通常料金
6,800円 ➡

割引後料金
4,760円（30％割引）

首都高速道路の新宿インターチェンジ通過時刻は
0 ～ 4 時の間に該当しますが、首都高速道路の料
金所通過時刻では深夜割引の適用判断をいたしま
せん。

この例では、浦和本線料金所と仙台宮城料金所の
通過時刻によって深夜割引の適用可否を判断いた
しますので、いずれも 0 ～ 4 時の間の利用ではな
いため、割引対象外となります。

浦和本線料金所の通過時刻が０～４時の間となっ
ていれば、深夜割引が適用されます。

●川口JCT～仙台宮城

ETC 通常料金
7,420円 ➡

割引後料金
5,190円（30％割引）

（※）首都高で実施される割引が適用される場合があります。

均一区間の料金をお支払いいただく三郷南料金所
を 0 時〜 4 時の間に通過していますので、三郷南
〜大泉 JCT 間の料金に深夜割引が適用されます。
大泉 JCT 〜新潟西間については、入口の新座料金
所を 0 〜 4 時の間に通過していますので、深夜割
引が適用されます。

●三郷南～大泉［均一区間］
ETC 通常料金

510円 ➡
割引後料金
360円（30％割引）

●大泉（新座料金所）～新潟西［対距離区間］
ETC 通常料金

6,800円 ➡
割引後料金
4,760円（30％割引）

その他、割引をご利用いただく際のご注意をガイドブック裏面に記載していますので、必ずお読みください。

首都高速道路

首都高速道路

高速国道

高速国道

高速国道

対距離区間均一区間
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ETCシステム利用規程
目的
第 1条  この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等（有料道路

自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令（平成 11 年建設省令第 38 号）（以下「省令」といいます。）第２条第 1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県
若しくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。）が省令第２条第２項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。

遵守事項
第 2条  無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み（以下「ETC システム」といいます。）を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、

ETC システムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式
会社及び公社等（以下「ETC システム取扱道路管理者」といいます。）は、ETC システムの利用を拒絶することがあります。

利用に必要な手続
第 3条 ETC システムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
 一　 ETC システム取扱道路管理者又は ETC システム取扱道路管理者との契約に基づき ETC カード（車載器（自動車（道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第２条第２項に規定する自動車をいいます。

以下同じです。）に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。）に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を
記録するカードをいいます。以下同じです。）を発行する者の定める手続により ETC カードの貸与を受けること。

 二　ETC システムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。
 三　前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。
 四　 省令第４条第 1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること（以下「セットアップ」とい

います。）。ただし、二輪車（道路運送車両法第３条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車（側車付二輪自動車（またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び３個の車輪を備え、かつ、
運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。）を含みます。）をいいます。以下同じです。）で ETC システムを利用する者は、
セットアップに先立ち、ETC システム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項を ETC システム取扱道路管理者に登録すること。

車載器の取扱い
第 4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。

2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
3  車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート（自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。）が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に
改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。

ETC カードの取扱い
第 5条 ETC カードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。

2 ETC カードの貸与を受けた者は、ETC カードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与された ETC カードが破損、変形した場合は、ただちにその旨を ETC カードを発行した者に通知してください。
3 有効期限が経過している ETC カード及び ETC システム取扱道路管理者又は ETC システム取扱道路管理者との契約に基づき ETC カードを発行する者が無効とした ETC カードは利用することができません。

利用方法
第 6条  ETC システムを利用する者は、ETC カードを車載器に確実に挿入し、ETC システムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETC システムを利用することができる車線（以下「ETC 車線」といいます。）

を通行してください。

ETC システムの利用制限等
第 7条 ETC システム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なく ETC システムの利用を制限し、又は中止することがあります。

通行上の注意事項
第 8条  ETC システムを利用する者は、ETC 車線（スマート IC（地方公共団体が主体となって発意し、当該地方公共団体が高速自動車国道法（昭和 32 年法律第 79 号）第 11 条の２第 1項の規定に基づき連結許

可を受けた同法第 11 条第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則（昭和 31 年建設省令第 18 号）第 13 条第２項第三号本文に規定する ETC 専用施設のみが設置され、同号イに規定する ETC 通行車
のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。）の車線及び一旦停止を要する ETC 車線（ETC システム利用規程実施細則第５条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。）
を除きます。）を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。

 一　 車線表示板（料金所の車線上に設置された ETC システムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。）に「ETC」若しくは「ETC 専用」（これらの表示がある車線では、ETC システムを利
用する自動車しか通行できません。）又は「ETC ／一般」（この表示がある車線では、ETC システムを利用する自動車及びいったん停車して係員に対して通行料金を支払う車両（道路運送車両法第２
条第 1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。）が通行できます。）と表示されるので、これらの表示により ETC 車線が利用可能であることを確認し、20
キロメートル毎時以下に減速して進入すること。

 二　ETC 車線内は徐行して通行すること。
 三　前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC ／一般」と表示のある車線では、前車が ETC システムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。
 四　 路側表示器（車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。）に通行することができる場合は「↑」、通行すること

ができない場合は「STOP　停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。
 五　 路側表示器の表示が「STOP　停車」の場合は、ETC 車線上にある開閉式の横木（以下「開閉棒」といいます。）が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、

みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。
 六　路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC 車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
 七　他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。

2  ETC システムを利用する者は、スマート IC の車線及び一旦停止を要する ETC 車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
 一　 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置（以下「停止位置」といいます。）で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必

要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。
 二　他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
 三　開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
 四　開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。

3  二輪車で ETC システムを利用する者は、ETC 車線を通行する場合は、前２項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
 一　案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能な ETC 車線であることを確認し、進入すること。
 二　案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。
 三　蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。

4  二輪車（この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。）で ETC システムを利用する者は、車線表示板に「ETC」若しくは「ETC 専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、
又は閉じるときは、第 1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けて ETC 車線から退避してください。この場合、駐停車が
禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該 ETC 車線を管理する ETC 取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。

5  係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。

ETC システムを利用しない場合の通行方法
第 9条  ETC システムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC 専用」の表示がある ETC 車線、スマート IC の車線及び一旦停止を要する ETC 車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進

入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。

通行料金の計算
第 10 条 ETC システムを利用した場合は、ETC システム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。

免責
第 11 条 ETC システム取扱道路管理者は、ETC システムを利用しようとする者又は ETC システムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。

別の定め
第 12 条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他 ETC システムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。

附則
1 この利用規程は、平成 24 年 12 月 6日から適用します。
2 平成 20 年 12 月 1日付け ETC システム利用規程（以下「旧利用規程」といいます。）は、本規程の適用をもって廃止します。
 なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。
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ETCシステム利用規程実施細則
目的
第 1条  この実施細則は、ETC システム利用規程（以下「規程」といいます。）第 12 条に基づき、ETC システムの利用に関して必要な事項を定めるものです。

利用方法
第 2条  東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所（利用する道路又は道路の区間の始

点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。）で車載器に ETC カードを挿入して ETC 車線を通行した場合、出口料金所（利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求
を受ける料金所をいいます。以下同じです。）又は検札料金所（通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。）で車載器に ETC カードを挿入して ETC 車線を通行するときは、入口料金所で用い
た車載器及び ETC カードと同一のものを使用してください。

2  首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社が管理する有料道路において、ETC システムを利用しようとする場合は、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器及び ETC カードを
使用してください。

通行方法
第 3条  ETC システム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線（ETC 車線及び一旦停止を要する ETC 車線以外の車線をいいます。

以下同じです。）又は混在車線（「ETC ／一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。）を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、
スマート IC では利用証明書は発行しません。

2  ETC システム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETC システムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETC システム取扱道路管理者が別に定める手続（以下本項において「手続」と
いいます。）を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC 車線及び一旦停止を要する ETC 車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行
料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、ETC カードを手渡してください。ただし、スマート IC では、開閉棒の開
閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

3  東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で車載器に ETC カードを挿入して
ETC 車線を通行した場合に出口料金所及び検札料金所で ETC 車線の利用ができないときは、いったん停車して ETC カードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマート IC の場合は、案内板、
係員の指示その他の案内に従ってください。

4  東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口
料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して ETC カードと通行券を係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマート IC の場合は、当該料金所は利用できません。

5  首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この
場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。

6  高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、
首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行に
ついては、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及び ETC カードと同一のものを使用してください。

徐行の方法
第 4条  規程第 8条第 1項第二号及び第六号並びに第 2項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC 車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保

できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。 

その他の事項
第 5条  次表の左欄に掲げる ETC システム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。

附則
１  この実施細則は、平成 26 年 3月 20 日から適用します。ただし、現に ETC システムを利用して料金徴収を行っていない道路又は ETC システム取扱道路管理者においては、ETC システムを利用して料金徴
収を開始する日から適用します。

２  平成 25 年 3月 21 日付け ETC システム利用規程実施細則（以下「旧実施細則」といいます。）は、本実施細則の適用をもって廃止します。
 なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。 

ETC システム取扱道路管理者の名称 場合 取扱い方法
東日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
京都府道路公社
宮城県道路公社
神戸市道路公社
栃木県道路公社
奈良県道路公社

中日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
兵庫県道路公社
大阪府道路公社
愛知県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社

車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線
バス以外の用途で使用する場合又は車載器に路線バス以
外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの
用途で使用する場合

車載器にETCカードを挿入することなく、一般車線又は混在車線を通行し、
通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受ける料
金所では、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、
スマート ICから流入しスマート IC以外の出口料金所及び検札料金所を利用
する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC
カードを手渡し、スマート ICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉
にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

東日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
京都府道路公社
宮城県道路公社
神戸市道路公社
栃木県道路公社
奈良県道路公社

中日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
兵庫県道路公社
大阪府道路公社
愛知県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社

車軸数が 4の自動車で車両制限令（昭和 36 年政令第
265号）第 3条第 1項に定める限度以下のものが道路法
（昭和 27年法律第 180 号）第 47条の 2第 1項に定める
許可を受けて通行する場合

セットアップを行う際に申し出されていない場合は、通行料金の請求を受け
る料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC
カードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマー
ト IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して
係員に申し出てください。

東日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
京都府道路公社
宮城県道路公社
愛知県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社

中日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
兵庫県道路公社
大阪府道路公社
栃木県道路公社
奈良県道路公社

車軸数が 2以上の自動車であって隣接するいずれかの車
軸間距離が 1.0 メートル未満のものが通行する場合

セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する自動車が被け
ん引自動車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在
車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡してください。た
だし、通行料金の請求を受ける料金所がスマート IC である場合は、開閉棒
の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

東日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
京都府道路公社
宮城県道路公社
広島高速道路公社

中日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
兵庫県道路公社
愛知県道路公社
福岡県道路公社

入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が
事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及
び検札料金所をけん引された状態で流出する場合

出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停
車して係員に ETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマー
ト IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して
係員に申し出てください。

首都高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社

乗継制度（有料道路を利用する自動車が、指定した出口
から有料道路外へいったん出たのち、再度指定した入口
から進入し、引き続き当該有料道路を利用する場合にこ
れを1回の通行とみなす制度をいいます。）の適用を受け
ようとする場合

有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料道路からの退出まで同一の
車載器に同一の ETCカードを挿入して通行してください。

名古屋高速道路公社
福岡北九州高速道路公社

乗継制度の適用を受けようとする場合 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所まで同一の車載器に同一の
ETCカードを挿入して通行してください。

阪神高速道路株式会社
福岡北九州高速道路公社

車軸数が 2のセミ・トレーラー用トラクタで被けん引自
動車を連結していないものが通行する場合

通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いった
ん停車して係員に ETCカードを手渡してください。（ただし、阪神高速の全
ての本線料金所並びに 2号淀川左岸線、4号湾岸線、5号湾岸線、6号大和
川線、8号京都線、13 号東大阪線、14 号松原線、15 号堺線、17 号西大阪
線及び 32号新神戸トンネルの料金所を除く。）

東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
福岡北九州高速道路公社

首都高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
名古屋高速道路公社
広島高速道路公社

特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金
や割引制度の適用を受けようとする場合

当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一の
ETCカードを挿入して通行してください。

東日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
京都府道路公社
宮城県道路公社
福岡県道路公社

中日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
兵庫県道路公社
広島高速道路公社

入口料金所で ETC システムを利用して通行した自動車
が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連
結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所
及び検札料金所を通行する場合

出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停
車して係員に ETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマー
ト IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して
係員に申し出てください。

東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社

けん引自動車がスマート ICを通行する場合 スマート ICから流入し、スマート IC 以外の出口料金所及び検札料金所を利
用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に
ETCカードを手渡してください。スマート IC から流入し、スマート IC の出
口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停
車して係員に申し出てください。

中日本高速道路株式会社 右欄対象料金所の一旦停止を要する ETC 車線を通行す
る場合

対象料金所
中部縦貫自動車道（安房峠道路）平湯料金所
通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規程に従い通行し
てください。



1 平日朝夕割引、休日割引、深夜割引の対象外となる道路
都市高速道路（首都高速道路や阪神高速道路など）、地方道路公社の管理する道路など、ＮＥＸＣＯ３社以外が管理する
道路は割引対象外となります。また、ＮＥＸＣＯ３社が管理する道路にも、一部割引の対象外となる道路がありますので、

詳しくは、Ｐ12～ 13をご覧ください。
※宮城県道路公社の仙台松島道路は、平日朝夕割引、休日割引（30％割引のみ）、深夜割引の対象となります。

2 「ハイカ・前払」残高管理サービス、ETCマイレージサービス、大口・多頻度割引は、深夜割引及び休日割引と併用でき
ます。平日朝夕割引は、「ハイカ・前払」残高管理サービス、ETCマイレージサービスと併用できますが、大口・多頻度
割引との併用はできません。

3 休日割引、深夜割引または障害者割引などのうち複数の割引適用要件を満たす走行に対しては、割引後の料金が最もお
安くなる割引が適用されます（重複して適用されません）。

※休日割引、深夜割引または障害者割引などの割引と平日朝夕割引の適用要件を満たす走行に対しては、休日割引、深夜割引また

は障害者割引などのうち、割引後の料金が最もお安くなる割引が適用されます（平日朝夕割引は適用されません）。

4 割引後の料金は、四捨五入により10円単位の端数処理を行います。

5 走行距離に関係なく一律の料金をいただく高速国道（※）や、米沢南陽道路など一部の区間では、料金をお支払いいた
だく料金所の通過時刻で割引の適否を判断いたします。また、走行距離に関係なく一律の料金をいただく高速国道（東
京湾アクアラインも含む）と走行距離に応じて料金をいただく高速国道を連続してご利用される場合には、それぞれの
道路における料金所通過時刻に基づいて割引の適否を判断いたします。

※ 道央道・札樽道（札幌西～札幌南）、中央道（高井戸～八王子）、東京外環道（大泉～三郷南）、名二環（名古屋・名古屋南
JCT ～名古屋西 JCT）、西名阪道（天理～長原・松原）、近畿道（吹田～松原）、阪和道（松原～岸和田和泉）

6 ETCレーンの閉鎖やETCシステムのトラブル等により入口料金所でETCをご利用いただけなかった場合、通行止めのため、
「高速道路通行止め乗継証明書」による乗継をされた場合、入口に ETCが整備されていない料金所（下田本線料金所など）
からご利用される場合には、出口料金所（東京外環道など一部の道路では入口料金所）の係員へ ETC割引の適用につい
てお申し出ください。確認のうえ後日割引料金を適用いたします。なお、通行止めにより一旦高速道路を降り、高速道
路を乗り継ぐ場合は、同一の ETCカードをご利用のうえ、全ての料金所を ETC 無線通信により走行いただければ、後日
料金調整いたします。この場合、料金所通過時は料金調整される前の料金が表示されます。

7 神戸淡路鳴門自動車道もしくは瀬戸中央自動車道から高速国道に流入される場合には、神戸西・鳴門・早島・坂出の各
本線料金所の通過時刻で入口時刻の確認を行います。また、この場合は各本線料金所から出口料金所までの距離をもっ
て総走行距離の確認を行います。なお、高速国道から神戸淡路鳴門自動車道もしくは瀬戸中央自動車道に流入される場
合には、途中に本線料金所がありませんので、入口料金所と出口料金所で通過時刻及び総走行距離の確認を行います。

8 本線料金所が設置されているインターチェンジ（東北道の浦和本線料金所、関越道の新座料金所、東関東道の習志野本
線料金所、東京湾アクアラインの木更津金田本線料金所など）では、本線料金所の通過時刻を入口料金所（もしくは出
口料金所）の通過時刻として取扱います。

9 一部のスマート IC（ETC 専用のインターチェンジ）では、通行可能な車種や時間が限定されていますのでご注意ください。
詳しくは、インターネット（ドラぷら：http://www.driveplaza.com）でご確認いただくか、お電話でお問い合わせください。

（平成 26年４月１日時点）

ETC割引をご利用いただく際のご注意（よくお読みください）




